
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成24年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

法人の長

理事

理事（非常勤）
改定なし

監事

監事（非常勤）
改定なし

２　役員の報酬等の支給状況

平成24年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

51,912 21,912 30,000
(特別調整手当)

千円 千円 千円 千円

21,400 19,400 2,000
(特別調整手当)

千円 千円 千円 千円

980 980
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

580 580
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,380 1,380
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

980 980
（　　　　）

前職
就任・退任の状況

役名
その他（内容）

A理事

C理事
（非常勤）

B理事
（非常勤）

国際的に卓越した科学的な教育研究における経験、職務の困難度、過去
の実績等を勘案して特に必要と認める場合に、常勤役員に対して特別調
整手当を支給することができるものとしている。

D理事
（非常勤）

E理事
（非常勤）

法人の長

平成24年4月から２年間、常勤役員の総額約10％の給与削減を実施。 

平成24年4月から２年間、常勤役員の総額約10％の給与削減を実施。 

平成24年4月から２年間、常勤役員の総額約10％の給与削減を実施。 



千円 千円 千円 千円

500 500
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

980 980
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

980 980
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

980 980
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,380 1,380
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

980 980
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

580 580
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,380 1,380
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

900 900
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

1,380 1,380
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

580 580
（　　　　）

千円 千円 千円 千円

14,218 14,111 107
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

1,704
（　　　　）

注１：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
      独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。
注２：「特別調整手当」とは、国際的に卓越した科学技術に関する研究開発等に係る経験、職務の困難度、
　　　実績等を勘案して特に必要を認める場合に支給されるものである。

３　役員の退職手当の支給状況（平成24年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

13,567 6 2
平成23年
10月31日

1.0

千円 年 月

5,175 4 2
平成23年
10月31日

1.0

千円 年 月

2,130 2
平成23年
8月31日

1.0 *

在職期間中の業績
（欄下の注２参照）が
考慮され、内閣府独
立行政法人評価委員
会において左記のと
おり決定。

監事A

法人の長

理事A

A監事

B監事
（非常勤）

法人での在職期間 摘　　要

L理事
（非常勤）

O理事
（非常勤）

P理事
（非常勤）

I理事
（非常勤）

M理事
（非常勤）

N理事
（非常勤）

F理事
（非常勤）

G理事
（非常勤）

H理事
（非常勤）

J理事
（非常勤）

K理事
（非常勤）



注１：「摘要」欄には、独立行政法人評価委員会による業績の評価等、退職手当支給額の決定に至った

事由を記入する。
注２：内閣府独立行政法人評価委員会では、３名の在職期間中の業績について以下のとおり考慮。

・法人の長、理事…加算要因（優秀な研究者の確保を始め世界最高水準の大学院大学の設立という
　我が国でも前例のない事業の達成に貢献）と減算要因（法人をゼロから立ち上げ組織体制を充実する
　過程で生じた業務運営に関する不適切な事案）を総合的に考慮。

・監事…職責に照らし特段の加算要因及び減算要因を認められないことを考慮

※加算要因等の詳細は、第47回内閣府独立行政法人評価委員会（平成24年8月27日開催）資料６を
    参照。　http://www8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/iinkai/047/shiryou.html

注３：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄。



Ⅱ 職員給与について

１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成24年度における給与制度の主な改正点

平成24年秋の給与再精査を踏まえ、以下の措置を講ずることとした。
（１）給与水準の適正化

平成24年4月から2年間、常勤職員の総額約10％の給与削減を実施。

（２）法人全体の職員の給与水準の抑制
上記（１）の取組に加え、任期制職員についても、新卒者や若年層の採用を促進し、法人全体
の給与水準の抑制を図る。

職種毎に、国家公務員や国内外の大学・研究機関等の給与水準の動向等を踏まえた適切な
年俸範囲を定め、その範囲内で個々の業績を反映した給与水準を決定する。

教員、事務職員等の職種の特性に応じた業績評価制度を導入し、公平性と透明性に配意しつ
つ適切に実施し、評価の結果について個々の給与等に反映させる。

運営費等の大部分を国の財政支援によりまかなわれる法人として、総人件費の抑制に努めると
ともに、職員の給与水準は納税者の理解が得られる合理的な水準とし、それらに関する説明責
任を果たす。

年度ごとに実施される人事評価制度において、前年度の勤務成績及び能
力の双方に関して５段階で評価し、更に総合評価を行って、一定の範囲内
で昇給を決定している。

給与・処遇の見直しを行い、任期制・定年制の教職員の年俸を、職務及び能力に応じて一定
の幅で設定する仕組みに再構築した。

業績評価を徹底し、昇給への反映を厳格化するとともに、今後、定年制職員を採用する場合に
おいて、能力に遜色ないときは、若年層から積極的に採用する。なお、通勤手当と住宅手当
は、国家公務員と同水準である。

平成２４年度に、目標管理・業績主義に基づく人事評価制度の導入にあわせ、定年制と任期制
に適用される給与制度が年俸制に統一された。これにより、指数の対象者は従前の定年制職
員（23人）に加え、任期制職員（136人）を加えた職員（159名）となり、指数が118.2から111.7に
低下した。

（役員について）

　① 人件費管理の基本方針

給与種目

本給

制度の内容

特例法に基づく国家公務員の見直しに関連して、以下の措置を講ずることとした。
（職員について）
平成24年4月から2年間、昇給を停止。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 41.1 7,435 7,435 114 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

23 41.1 7,435 7,435 114 0

人 歳 千円 千円 千円 千円

264 39.8 6,989 6,989 97 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

33 50.6 13,021 13,021 70 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

93 38.2 6,722 6,722 76 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

138 38.3 5,726 5,726 118 0

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：常勤職員、任期付職員の該当者がいない職種については記載を省略した。
注3：在外職員・再任用職員及び非常勤は該当者なし。
注４：常勤職員、任期付職員は全て年俸制適用者である。

うち賞与平均年齢
平成24年度の年間給与額（平均）

総額
区分

研究職種

事務・技術

任期付職員

教員

常勤職員

うち所定内

事務・技術

人員



②

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

10 51.1 10,665 14,102 18,500
人 歳 千円 千円 千円

11 48.3 8,712 9,996 11,633
人 歳 千円 千円 千円

9 41.3 6,068 7,284 7,905
人 歳 千円 千円 千円

主任相当 54 40.1 4,787 5,650 6,279
人 歳 千円 千円 千円

係員 77 34.5 3,435 4,165 4,763

年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔在外職員及び再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均平均年齢人員分布状況を示すグループ

課長相当

部長相当

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注３：[56-59歳]は、4人以下であることから第１・第３四分位の折れ線を表示していない。
注２：[20-23歳]は、個人に関する情報が特定されることから平均額を示す点を表示していない。

課長補佐相当
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③

年俸制

区分 計 7 6 5 4 3 2 1

標準的

な職位

人 人 人 人 人 人 人

23 - 1 8 3 7 2 2
（割合） - 4.30% 34.80% 13.00% 30.40% 8.70% 8.70%

歳 歳 歳 歳 歳 歳 歳

- - 52　～　39 51 ～ 33 44 ～ 34 - -

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- -
12,787

～
8,318

6,521
～

 5,600

8,862
～

 4,520
- -

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

- -
12,787

～
8,318

6,521
～

 5,600

8,862
～

4,520
- -

区分 計 7 6 5 4 3 2 1

標準的

な職位

人 人 人 人 人 人 人

138 5 4 3 6 47 46 27
（割合） 3.60% 2.90% 2.10% 4.30% 34.10% 33.30% 19.60%

歳 歳 歳 歳 歳 歳

60～54　 53　～　34 57　～　47 49 ～ 36 54 ～ 29 43～31 63 ～ 23

千円 千円 千円 千円 千円 千円

18,778
～

13,260

12,605
～

9,259

12,372
～

9,649

11,078
～

 5,888

8,868
～

 4,074

6,370
～

3,182

4,800
～

2,514
千円 千円 千円 千円 千円 千円

18,778
～

13,260

12,605
～

9,259

12,372
～

9,649

11,078
～

 5,888

8,868
～

4,074

6,370
～

3,182

4,800
～

2,514

④
％ ％ ％

－ － －
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） － － －

％ ％ ％

         最高～最低 　　～　　 　　～　　 　　～　　

％ ％ ％

－ － －

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） － － －

％ ％ ％

         最高～最低 　　～　　 　　～　　 　　～　　

注：給与レンジに基づく年俸制を採用したことにより、賞与の支給は行っていない。

 職級別在職状況等（平成25年４月１日現在）（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

副学長

一律支給分（期末相当）

※注：該当者が１～２人の場合、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから「年齢（最高～最低）」以下の事項につ
いて記載していない。

年俸制かつ任期付

ｱｼｽﾀﾝﾄ
ﾏﾈｰｼﾞｬ-

ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
（技術職）

管理
職員

スタッフ Ⅱ
（技術職）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

注：給与レンジに基づく年俸制を採用しており、職種と職層により、７つの範囲に区分される。

ｼﾆｱﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ
ｱｼｽﾀﾝﾄ
ﾏﾈｰｼﾞｬ-

ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
（技術職）

スタッフ Ⅱ
（技術職）

スタッフ Ⅰ
（技術職）

人員

年齢（最高
～最低）

所定内給
与年額(最
高～最低)

年間給与
額(最高～

最低)

賞与（平成24年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

スタッフ Ⅰ
（技術職）

人員

年齢（最高
～最低）

ｼﾆｱﾏﾈｰ
ｼﾞｬｰ

ﾏﾈｰｼﾞｬｰ副学長



⑤

111.7

 　　１００として、法人が現に支給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

　　職員に、任期制職員を加えた事務・技術職員とされた。

給与水準の比較指標について参考となる事項

○事務・技術職員

地域勘案　　　　　　 122.5

参考 学歴勘案　　　　　　 109.9

地域・学歴勘案　　　122.0

　給与水準の適切性の
　検証

　国に比べて給与水準
　が高くなっている定量
　的な理由

注１：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準に置き換えた場合の給与水準を

内容

【累積欠損額について】
累積欠損額0円（平成23年度決算）
【検証結果】
該当なし

項目

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　98.6％
（国からの財政支出額　19,432百万円、支出予算の総額　19,702百万円：
平成24年度予算）

【検証結果】
給与水準は国家公務員の水準を上回っているが、給与水準の適正化に努
めている。

対国家公務員　　111.7

指数の状況

【主務大臣の検証結果】
　学園においては研究・教育が英語で行われ、また、教員・学生の半数以
上を外国人が占めるなど国際的な環境の下、世界最高水準の教育研究を
行っており、そのような研究者の支援等を担う事務職員にも高度な専門性を
有することが求められ、優秀な人材の確保を必要としていると認識している。
　こうした中、学園の給与水準の適正化のための取組を行ってきており、こ
れらの取組が、着実に実施されるよう、今後とも適切に指導・監督していく。

　本学園は、沖縄科学技術大学院大学（以下、「大学院大学」という）におい
て国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを目的とする学
校法人である。
　大学院大学においては研究・教育は英語で行われ、また、教員・学生の
半数以上を外国人が占めるなど国際的な環境の下、①沖縄の振興と自立
的発展と②世界の科学技術の向上に資するため、世界最高水準の教育研
究を行う研究者の支援等を担う職員が採用されている。すなわち事務職員
にも高度な専門性及び高い英語能力を求められているため、指数が高くな
る傾向にある。
(参考：調査対象職員（161名）の専門能力）
　・修士以上57名（35％）、うち博士20名（12％）
　・大学卒以上125名（77％）（国家公務員（行（一））：53.4）
　・英語の読み書きに関しては全職員がビジネスレベル以上

　また、本学園は、職員の全てが地域手当の非支給地である沖縄県に勤務
していることから、地域勘案指数は高くなっていると考えられる。

注2：　平成２４年度より定年制と任期制に適用される給与制度が年俸制に統一されたため、比較対象者は、定年制

職員と国家公務員との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員)

対国家公務員（行政職（一））



Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成24年度）

前年度
（平成23年度）

千円 千円 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：前年度額について、本法人は平成23年11月1日に設立された法人であり、平成23年度の年間の支給実績が示せないため、

　　　旧沖縄科学技術研究基盤整備機構職員の平成23年4月1日から平成23年10月31日までの実績額を加えて記載している。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ 法人が必要と認める事項
ア．「国家公務員の退職手当の支給水準引下げ等について」（平成24年8月7日閣議決定）を踏ま
え、役職員の退職手当について、平成25年4月1日から、国家公務員の退職手当の改正に準じて、
退職手当の算定額に調整率（平成25年9月まで98/100、平成25年10月から平成26年6月まで
92/100、平成26年7月以降は87/100）を乗じた額を支給することにより減額した。

( 33.7 )

福利厚生費
284,925 273,858

789,285

42,787

74623,098

給与、報酬等支給総額
2,217,499

2,534,890

非常勤役職員等給与

748,385

最広義人件費

11,067 ( 4.0 )

( 31.1 )

○比較対象職員の状況
　・事務・技術
　　①表（職種別支給状況）の常勤職員欄の23人及び任期付職員欄の138人　計161人
　　　　161人の平均年齢38.7歳、平均年間給与額5,971千円

　これまで、給与水準の引下げに向けた取組として、平成22年度、23年度に
俸給表の見直しを行い、それぞれ1.1％の給与水準の引下げを行った。ま
た平成２４年４月から2年間の昇給停止を行うとともに、中堅・若年層の職員
の採用を計画的に行ってきた。また、今後、引き続き、
　①能力に遜色がない場合は、中堅・若年層を計画的に採用
　② 業務評価を徹底し、昇給反映の厳格化
を行うことで、平成25年度の給与水準については、本年度より低くなる見込
みである。

講ずる措置

2,965,884

50,268

22,352

比較増△減

　平成24年9月の開学に伴い、必要な基盤整備を行うために、特に研究ユニットや研究支援
部門を中心に人員（前年度比で研究ユニット73名、研究支援部門13名）が増加したため総人
件費が増額になっている。

3,324,175

( 2996.2 )

7,481 ( 17.5 )

区　　分

退職手当支給額


